
• 建築物LCCO2評価及び削減に係る建築主、設計者、施工者、建材・設備製造事業者の
責務・役割を明確化し、取組事項に係る指針の策定を検討すべき

• 建築物のLCCO2の算定ルール及び算定結果の評価基準を策定すべき

• 建築物のLCCO2評価結果に係る表示ルールの策定を検討すべき
• LCCO2評価結果に係る第三者認証・表示制度の創設を検討すべき

• 建材・設備CO2等排出量原単位の整備方針の策定及び建材・設備における表示ルール
の策定を検討すべき

• LCCO2評価及び建材・設備CO2等排出量原単位整備に対する支援等を検討すべき
• 産学官が連携して人材育成、体制整備を実施

• 比較的CO2等排出量の大きい大規模建築物※1は、建築士が建築主に対して、設計する
建築物においてLCCO2評価を実施する意義等について説明した上で、建築主の求めに応
じてLCCO2の算定に適確に対応することを義務付けることを検討すべき

• 特にCO2等排出量の大きい建築物※2については、建築主に対して、国へのLCCO2評価
結果（自主評価）の届出を義務付け、設計時から自主的削減の検討を促す仕組みを
検討すべき

• 国の庁舎等におけるLCCO2評価の先行実施を検討すべき
• LCCO2評価に取り組む優良事業者の選定・公表の実施を検討すべき

建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた制度の概要

■ 早急に講ずべき施策の方向性
1. 各ステークホルダーの責務・役割の
明確化

2. 建築物のライフサイクルカーボン評価
に係るルールの策定

4. 建築物のライフサイクルカーボン評価
結果の表示を促す措置

3. 建築物ライフサイクルカーボン評価の
実施を促す措置

5. 建材・設備のCO2等排出量原単
位の整備

6. 建築物ライフサイクルカーボン
評価を促進するための環境整備

内閣官房に設置された「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」において「建築物のライフサイクルカー
ボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想」（2025年４月）が策定・公表され、2028年度を目途に建築物のLCCO2評価
の実施を促す制度の開始を目指すこととされたことを踏まえ、早急に講ずべき施策及びロードマップについてとりまとめた。

※1 例：2,000㎡以上の住宅を除く建築物の新築・増改築

※2 例：5,000㎡以上のオフィスビルの新築・増改築
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（参考） 建築物LCCO2評価制度と削減取組のイメージ

5,000㎡以上

2,000㎡以上

建築主の国への
届出制度＊

建築士の建築主への説明制度

登録認証機関による建築物LCCO2評価結果の第三者認証・表示制度
優良事業者の選定・公表制度
建材・設備CO2排出量データの作成に対する支援（建材・設備製造事業者）
建築物LCCO2評価に対する支援（建築主、設計者、施工者等）
LCCO2削減プロジェクトへの支援

事務所 非住宅建築物 住宅
大規模

小規模

総排出量の30％
着工棟数の0.6％

（約3,300棟/年）

総排出量の５％
着工棟数の0.03％
（約200棟/年）

躯体等における
木材活用

高断熱窓

高効率空調設備

太陽光発電設備

オペレーショナルカーボン削減取組例（省エネ措置）

グリーン鉄

環境配慮型
コンクリート

既存建築物の活用
耐久性の高い建材・設備
の活用等長寿命化措置

エンボディドカーボン（建材製造時等CO2排出）削減取組例

リサイクル材の活用 等
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国の統一ルール
の作成

建築物LCCO2算定・評価
ルール

建材・設備の製造時CO2
排出量に係る表示方法
等

＊国が建設する庁舎等については、2,000㎡以上の事務所



政策指標：建築物のLCCO2評価の実施件数
観測指標：建材・設備CO2等排出量原単位（EPD／CFP）の整備状況

建築物のライフサイクルカーボン（LCCO2）の削減に向けたロードマップ
（抜粋）

LCCO2評価の実施、自主的削減 LCCO2削減策の強化LCCO2評価の一般化、削減策の措置
（制度開始後３年以内を目途に検討開始）

第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ

～2027 2028 2040年代 20502030年代
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建築主の国への届出制度
（例：5,000㎡以上の事務所の新築等）
建築士の建築主への説明制度

（例：2,000㎡以上の非住宅建築物の新築等）
LCCO2評価結果の第三者認証・表示制度

（例：住宅・建築物の新築・改修等）
国の指針策定（LCCO2算定・評価のルール、
建材・設備CO2等排出量原単位整備等） 等

LCCO2評価支援
建材・設備CO2等排出量原単位整備支援
LCCO2削減プロジェクトへの支援
優良建築物等への補助事業におけるLCCO2評価の要件化

＜建築物のLCCO2評価＞
算定側の専門家育成
第三者認証側の体制整備

＜建材・設備CO2等排出量原単位整備＞
PCR・EPD／CFP作成側の専門家育成
第三者レビュー側の体制整備
積み上げ型（EPD／CFP）による業界代表データ・個社データの整備（主要建材は2027年度まで）
国が定めるデフォルト値の整備

官庁施設の環境保全性基準改定によるLCCO2算定の実施（2027予定）
UR賃貸住宅におけるLCCO2算定の実施（2025試行実施、2026～全建替え事業に対象を拡大）

届出対象拡充（制度開始後概
ね５年以内）
（例:対象用途・規模の拡充） LCCO2削

減策の段
階的強化

LCCO2削減策の措置

制度的措置 支援措置 体制整備

LCCO2削減支援の検討 等

算定ルール、評
価基準の作成・
公表
表示ルールの作
成・公表 等
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